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総 務 委 員 会 報 告 資 料
令和４年２月２８日 

件 名 
「足立区人権推進指針」改定に伴う素案の策定とパブリックコメントの 

実施について 

所管部課名 総務部 総務課 

内 容 

 「足立区人権推進指針」改定に伴う素案の策定とパブリックコメントの

実施について、以下のとおり報告する。 

１ 改定の背景 

人権推進のための基本的な方向性を示すため、平成２１年１月に本指

針を策定し、１０年以上が経過した。この間、互いの個性や価値観の尊

重に向けた新たな動き、またヘイトスピーチ等個別の人権課題の法整備

も進んでおり、こうした状況の変化も踏まえ改定する。 

２ 主な改定のポイント 

（１）各施策における人権の視点をより明確化するため、既存の５つの基

本的姿勢「平和」「自由」「思いやりと優しさ」「歴史や文化への理

解」「連携・協力」を「自由」「平等」「多様性」の３つの柱に整理。 

（２）指針の期間を原則５年に設定し、平成３０年度の区政モニターアン

ケートの結果をもとに、「人権が守られていると感じる区民の増加」

と「障がい者や子ども等の人権課題において偏見や差別がないと感じ

る区民の増加」を目標に設定。 

（３）指針の推進体制整備と指針で取り上げる人権課題の各施策を点検・

評価する仕組みを追加。 

３ パブリックコメントの募集期間等 

（１）募集期間

令和４年３月２５日（金）～４月２５日（月）

（２）パブリックコメントにおける資料

「第２次足立区人権推進指針」（素案）＜別添資料＞

（３）周知及び資料配布

・ あだち広報による告知及び区ＨＰによる周知。

・ 資料を、総務課、区政情報課、戸籍住民課窓口、区民事務所窓

口、中央図書館において配布。

４ 今後の予定 

令和４年６月 パブリックコメントの結果及び意見に対する区の考え

方を、総務委員会に報告 

７月 パブリックコメントの意見を踏まえ、素案に必要な修

正を加えた上で、改定を決定 

問 題 点 

今後の方針 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料
令和４年２月２８日 

件 名 「足立区人材育成基本方針」の改定に伴う素案の策定について 

所管部課名 総務部人材育成課 

内 容 

区は、専門家や学識者をメンバーに含めた検討会を設置し、「第４期

足立区人材育成基本方針」の素案を策定したため報告する。 

１ 改定の背景 

これまで「第３期足立区人材育成基本方針」（平成２９年２月～ 

令和４年３月予定）に基づき、協創を推進できる人材育成に取り組ん

できた。 

しかし、収賄事件や情報漏洩など職員の不祥事が続き、区政に対す

る区民からの信頼を失墜させる事態に陥ってしまった。こうしたこと

を踏まえ、区政への信頼を早急に回復させ協働・協創を更に推し進め

るため、改定に至った。 

２ 第４期足立区人材育成基本方針（素案）の特徴 

（１）「公務員倫理」に関する内容を追加

（２）めざす職員像「自ら学び、区民と共に考え、行動する職員」の実

現に向けた体系を整理 

（素案３ページ抜粋） 

柱１：意識 柱 2：職場環境 柱 3：しくみ 

（１）常に区民から信頼される職員

めざす職員像 

自ら学び、区民と共に考え、行動する職員 

（２）協創力で区の新しい魅力を創出・発信できる職員

柱 1 で、区民から信頼される職員となることを土台に、 

柱 2 と 3 で、協創力で区の魅力を創出・発信できる職員を育成していきます。 

３

本

の

柱

立

て

職員として求めら

れる意識の醸成 

・ 公務員倫理意識

・ 危機管理意識の向上

・ 内部統制の理解

・ 当事者意識

・ キャリア意識

報告、相談しやす

い組織風土づくり 

・ ＯＪＴの推進

・ 職員に対する管理監

督者の適正なマネジ

メント

・ 多様性を認め合う組

織運営

・ メンタルヘルス対策

・ ハラスメント対策

職員の強みを伸ば

し、弱みをプラスに

変える仕組みづく

り 

・ 人事評価を人材育成

へつなぐ

・ 目標による管理の効

果的活用

・ 複線型人事制度

・ 集合研修

・ 自己啓発
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（３）めざす職員像を実現するために職員がとるべき具体的な行動につ

いて、３本の柱ごとに明記 

ア 柱１：意識（職員として求められる意識の醸成）

・ 公務員倫理意識

・ 危機管理意識の向上 等

イ 柱２：職場環境（報告、相談しやすい組織風土づくり）

・ ＯＪＴの推進

・ 職員に対する管理監督者の適正なマネジメント 等

ウ 柱３：しくみ（職員の強みを伸ばし、弱みをプラスに変える仕

組みづくり） 

・ 人事評価を人材育成へつなぐ

・ 目標による管理の効果的活用 等

３ 人材育成基本方針の活用方法 

様々な研修の機会を捉えて全庁に周知徹底し、人材の採用から人事

配置、評価などの一連の流れを通じて人材の育成を図る。 

４ 施行予定 

令和４年４月 

問 題 点 

今後の方針 
職層ごとに求められる能力については、引き続き検討していく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年２月２８日 

件 名 
令和３年度の予定価格事後公表の試行実施結果について 

（令和４年１月３１日現在） 

所管部課名 総務部 契約課 

内 容 

令和３年度に試行実施した、工事請負契約における予定価格事後公表の結果

について報告する。 

１ 予定価格および件数 

（１）予定価格１億８０００万円以上 １１件（再公告入札０件） 

（２）予定価格１億円以上１億８０００万円未満 ２８件（再公告入札４件） 

計３９件（再公告入札４件） 

２ 開札結果（内訳は別紙のとおり） 

（１）入札参加 ２７１者

ア 応札 １５１者 

（ア）低入札調査基準価格以下  ９者（ ６．０％）【※注１】 

（イ）最低制限価格以下  １者（ ０．７％） 

（ウ）落札範囲内 ４１者（２７．２％） 

（エ）予定価格超過 １００者（６６．２％） 

※注１ （ ）内は応札者に対する比率

イ 不参加  １２者 

ウ 辞退 ９８者 

エ 無効 １０者（受注制限【※注２】による） 

※注２ 同時期の複数の入札案件のうち同一

事業者が受注できる件数は１件とす

る。 

（２）落札者の決定経過

ア 初度入札で落札者を決定した件数 １５件 

イ 再度入札を経て落札者を決定した件数 １４件 

ウ 不落・不調件数（うち１件は、随意契約により決定） ６件

エ 再公告入札で落札者を決定した件数 ４件 

※ 低入札価格調査を経て落札者を決定した件数 ５件 
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（３）落札率

ア 最低落札率 ８２．４２％（勤労福祉会館・機械） 

イ 最高落札率 ９９．９３％（青井小・給排水） 

ウ 平均落札率  ９５．２４％ 

（４）予定価格と落札額との差額

ア 最小 △９９，０００円（青井小・給排水）

イ 最大 △１８６，５３８，０００円（竹の塚温水プール・機械）

ウ 差額計 △５７８，６８９，１００円

問 題 点

今後の方針 

予定価格の事後公表については、足立区公契約等審議会の答申に基づき、適

切に判断していく。 
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予定価格事後公表　開札結果一覧（令和４年１月３１日現在） 別　紙

予定価格１億円以上　１億８千万円未満（Ａ） 初度入札 再度入札（１回目） 再度入札（２回目）

NO 件名 業種 予定価格 落札額 落札率 差額
有資
格者

予価
以内

予価
超過

最低
未満

不参
加

辞退 無効
有資
格者

予価
以内

予価
超過

最低
未満

不参
加

辞退 無効
有資
格者

予価
以内

予価
超過

最低
未満

不参
加

辞退 無効 備考

1
渕江第一小学校全体保全計画
にかかる校庭改修その他工事

土木 174,977,000 173,800,000 99.33% -1,177,000 4 1 1 2

2
毛長公園親水拠点及び周辺工
事　①

土木 （非公表） 不落 ― ―
指名競争入札に変更し、
再公告入札実施②

3
毛長公園親水拠点及び周辺整
備工事　②

土木 136,810,300 133,100,000 97.29% -3,710,300 36 1 9 26 指名競争入札

4
千寿桜小学校校庭整備その他
改修工事

土木 120,736,000 119,900,000 99.31% -836,000 5 3 2 3 1 2 1 1 随意契約で契約

5
区画街路第１４号線電線共同
溝整備工事　③

土木 （非公表） 不落 ― ― 再公告入札実施④

6
区画街路第１４号線電線共同
溝等整備工事　④

土木 118,605,300 104,500,000 88.11% -14,105,300 3 1 1 1 低入札調査で決定　※

7
（仮称）谷中自転車駐車場整
備工事

土木 102,956,700 102,300,000 99.36% -656,700 5 5 5 1 4
再度入札
１回目で落札

8
栗島小学校校庭改修その他工
事

土木 （非公表） 不落 ― ― 再公告入札予定

9
興本住区センター大規模改修
工事

建築 170,940,000 170,500,000 99.74% -440,000 6 2 4 2 1 1 1 1
再度入札
２回目で落札

10
北三谷小学校全体保全計画に
かかる外壁改修その他工事

建築 156,530,000 148,500,000 94.87% -8,030,000 7 1 1 1 4

11
栗島小学校全体保全計画にか
かる北・東側校舎内装改修そ
の他工事

建築 137,005,000 128,700,000 93.94% -8,305,000 8 2 6 2 2 2 1 1
再度入札
２回目で落札

12
渕江第一小学校全体保全計画
にかかる東側校舎内装改修そ
の他工事

建築 119,911,000 110,000,000 91.73% -9,911,000 7 4 3 4 2 2
再度入札
１回目で落札

13
栗原北小学校東側便所改修工
事

建築 104,328,400 103,290,000 99.00% -1,038,400 8 3 1 4 3 1 2
再度入札
１回目で落札

14
栗原アンダーパス街路灯新設
改修工事（令和３年度工事第
２２０号）

電気 127,860,700 115,500,000 90.33% -12,360,700 8 5 3 5 3 2 3 1 2
再度入札
２回目で落札

15
竹の塚中学校便所改修二期工
事

給排水 160,325,000 148,610,000 92.69% -11,715,000 11 1 4 6

16
舎人第一小学校ほか１校便所
改修二期工事

給排水 158,378,000 157,960,000 99.74% -418,000 10 1 3 5 1

17 蒲原中学校便所改修二期工事 給排水 157,421,000 154,000,000 97.83% -3,421,000 10 5 3 2 5 3 2 3 2 1
再度入札
２回目で落札

18
入谷南中学校ほか１校便所改
修一期工事

給排水 157,366,000 157,080,000 99.82% -286,000 10 3 5 2 3 1 2
再度入札
１回目で落札

19
青井小学校ほか１校便所改修
二期工事

給排水 151,899,000 151,800,000 99.93% -99,000 10 4 5 1 4 1 3
再度入札
１回目で落札

20
東栗原小学校ほか１校便所改
修二期工事

給排水 147,323,000 146,300,000 99.31% -1,023,000 11 3 6 2 3 1 2
再度入札
１回目で落札

21
（仮称）西新井区民事務所・
西新井住区センター合築施設
改築空調設備工事

空調 144,969,000 135,168,000 93.24% -9,801,000 12 3 6 3

22
興本住区センター大規模改修
機械設備工事

空調 101,015,200 100,529,000 99.52% -486,200 12 1 8 3

23
六木小学校外壁及び屋上防水
改修工事　⑤

塗装 （非公表） 不落 ― ― 再公告入札実施⑥

24
六木小学校屋上防水及び外壁
改修工事　⑥

塗装 166,441,000 159,280,000 95.70% -7,161,000 6 4 2

25
舎人小学校全体保全計画にか
かる外壁改修その他工事

塗装 139,964,000 132,000,000 94.31% -7,964,000 7 7 7 7 7 1 5 1
再度入札
２回目で落札

26
足立区立皿沼小学校外壁改修
その他工事　⑦

塗装 （非公表） 不落 ― ― 再公告入札実施⑧

27
足立区立皿沼小学校外装改修
その他工事　⑧

塗装 132,066,000 124,300,000 94.12% -7,766,000 8 5 2 1

28
花畑西小学校屋上防水改修工
事

防水 109,741,500 101,585,000 92.57% -8,156,500 8 5 2 1

平均 合計

96.16% -118,867,100 212 24 75 2 10 92 9 46 7 24 0 0 15 0 17 6 6 0 0 5 0

※ №６の契約案件は、総合評価方式での入札案件の為、最低制限価格ではなく、低入札調査基準価格を適用している。

（非公表） （非公表） （非公表）

（非公表） （非公表） （非公表）

（非公表） （非公表） （非公表）

（非公表） （非公表） （非公表）

（非公表）（非公表）（非公表）
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予定価格１億８千万円以上（Ｂ） 初度入札 再度入札（１回目） 再度入札（２回目）

NO 件名 業種 予定価格 落札額 落札率 差額
有資
格者

予価
以内

予価
超過

低入
未満

不参
加

辞退 無効
有資
格者

予価
以内

予価
超過

低入
未満

不参
加

辞退 無効
有資
格者

予価
以内

予価
超過

低入
未満

不参
加

辞退 無効 備考

1
（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小
学校統合校新築工事

建築 3,719,408,000 3,678,400,000 98.90% -41,008,000 3 3 3 3
再度入札
１回目で落札

2
竹の塚温水プールほか１か所
大規模改修工事

建築 2,000,625,000 1,936,000,000 96.77% -64,625,000 3 1 1 1

3
（仮称）西新井区民事務所・
西新井住区センター合築施設
改築工事

建築 1,417,361,000 1,408,000,000 99.34% -9,361,000 3 3 3 1 2
再度入札
１回目で落札

4 勤労福祉会館大規模改修工事 建築 253,110,000 241,890,000 95.57% -11,220,000 8 3 3 1 1

5
竹の塚温水プールほか1か所大
規模改修電気設備工事

電気 480,568,000 462,000,000 96.14% -18,568,000 3 3 3 1 2
再度入札
１回目で落札

6
（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小
学校統合校新築電気設備工事

電気 459,239,000 420,200,000 91.50% -39,039,000 5 3 1 1 低入札調査で決定

7
（仮称）西新井区民事務所・
西新井住区センター合築施設
改築電気設備工事

電気 233,530,000 198,000,000 84.79% -35,530,000 11 2 3 2 1 3 低入札調査で決定

8
（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小
学校統合校新築給排水衛生設
備工事

給排水 438,900,000 430,100,000 97.99% -8,800,000 4 1 3

9
竹の塚温水プールほか１か所
大規模改修機械設備工事

空調 1,367,861,000 1,181,323,000 86.36% -186,538,000 4 1 2 1 低入札調査で決定

10
（仮称）北鹿浜小・鹿浜西小
学校統合校新築空調設備工事

空調 386,100,000 373,230,000 96.67% -12,870,000 4 2 1 1

11
勤労福祉会館大規模改修機械
設備工事

空調 183,513,000 151,250,000 82.42% -32,263,000 11 4 2 4 1 低入札調査で決定

平均 合計

93.31% -459,822,000 59 17 25 8 2 6 1 9 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

総計（Ａ＋Ｂ）

平均 合計

95.24% -578,689,100
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年２月２８日 

件  名 足立区契約事務規則の一部改正について 

所管部課 総務部 契約課 

内  容 

足立区契約事務規則（昭和３９年４月１日規則第５号）の改正にあたり、

以下のとおり報告する。 

１ 主な改正内容（詳細は、別紙「新旧対照表」のとおり） 

（１）学校長の契約権限の拡大（第３条第２項表内、第７４条表内）

物価や労務単価の上昇、消費税の税率引き上げ等の影響から、以下の

とおり学校長権限の契約金額を拡大する。 

ア 物品契約について

【改正前】「２０万円未満まで」 【改正後】「３０万円未満まで」

イ 工事契約について

【改正前】「５０万円未満まで」 【改正後】「１００万円未満まで」

（２）予定価格の取扱いに関する規定の変更（第１８条）

ア 「予定価格を記載した書面」の取扱いを、実務に合わせて変更

【改正前】「封かんして開札場所に置かなければならない」

【改正後】「内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場

所に置かなければならない」 

イ 予定価格の公表について、契約事務規則に記載

【改正前】「足立区入札・契約制度改革プラン」（平成１７年１月）

に基づき、一部契約の予定価格を公表 

【改正後】「総務部長が別に定める契約については、当該入札執行前 

にその予定価格を公表することができる」旨、契約事務 

規則に明記。なお、現時点では予定価格の公表対象は変

更なし。 

（３）その他

文言表記の統一、現行に則した文言整理

例 「または」を「又は」、「および」を「及び」など 

２ 施行年月日 

令和４年４月１日 

問 題 点・ 

今後の方針 

一部改正に伴い、関係各課へ情報提供し、適正な契約事務が執行される仕

組みづくり及び、改正後の業務に影響の大きい学校現場へ丁寧な説明を行い、

スムーズな移行を目指していく。
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足立区契約事務規則 新旧対照表

改正前 改正後

足立区契約事務規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 一般競争入札 

第１節 参加資格（第５条―第７条の２） 

第２節 公告および競争（第８条―第25条） 

第３節 落札者の決定等（第26条―第33条） 

第３章 指名競争入札（第34条―第38条） 

第４章 随意契約（第39条―第41条） 

第５章 契約の締結（第42条―第47条） 

第６章 契約の履行 

第１節 通則（第48条―第53条） 

第２節 監督および検査（第54条―73条） 

第７章 経理（第74条―第80条） 

第８章 雑則（第81条―第83条） 

付則 

第１章 総則 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１)～(２) 省略 

(３) 契約担当者 区長および第３条第２項の規定により契約の事務を委

任された者をいう。 

(４)～(７) 省略 

足立区契約事務規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 一般競争入札 

第１節 参加資格（第５条―第７条の２） 

第２節 公告及び競争（第８条―第25条） 

第３節 落札者の決定等（第26条―第33条） 

第３章 指名競争入札（第34条―第38条） 

第４章 随意契約（第39条―第41条） 

第５章 契約の締結（第42条―第47条） 

第６章 契約の履行 

第１節 通則（第48条―第53条） 

第２節 監督及び検査（第54条―第73条） 

第７章 経理（第74条―第80条） 

第８章 雑則（第81条―第83条） 

付則 

第１章 総則 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１)～(２) 省略 

(３) 契約担当者 区長及び第３条第２項の規定により契約の事務を委任

された者をいう。 

(４)～(７) 省略 

(８) 発注担当課 契約案件の発注業務を担当する所管課をいう。

別 紙
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（契約事務の専決、代決及び委任） 

第３条 省略 

２ 次の表の左欄に掲げる契約（金額は、１件の予定価格とする。）の事務を

処理する権限は、同表右欄に掲げる者に委任する。 

委任事項 受任者 

18 区立学校の所掌に係る事項に関する契約のうち次に

掲げるもの 

教育委員会教育長 

ア 30万円未満の備品の買入及び印刷製本契約

イ 工事（建物の従物又は工作物の修繕を含む。）に

係る契約（単価契約を除く。）で50万円未満のもの

（特別な技術を要するものは、この限りではない。） 

ウ 20万円未満の物品の買入・修繕及び車両等の供給

契約 

エ 5,000円未満の不用品売却契約

19 区立認定こども園の所掌に係る事項に関する契約の

うち次に掲げるもの 

ア 工事（建物の従物又は工作物の修繕を含む。）に

係る契約（単価契約を除く。）で30万円未満のもの

（特別な技術を要するものは、この限りではない。） 

イ 10万円未満の物品の買入・修繕及び車両等の供給

契約 

第２章 一般競争入札 

第１節 参加資格 

（参加資格） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備したものでな

ければならない。ただし、売却、貸付の場合は、この限りでない。 

(１)～(２) 省略 

（契約事務の専決、代決及び委任） 

第３条 省略 

２ 次の表の左欄に掲げる契約（金額は、１件の予定価格とする。）の事務を

処理する権限は、同表右欄に掲げる者に委任する。 

委任事項 受任者 

18 区立学校の所掌に係る事項に関する契約のうち次に

掲げるもの 

区立小中学校長 

ア 30万円未満の備品の買入及び印刷製本契約

イ 工事（建物の従物又は工作物の修繕を含む。）に

係る契約（単価契約を除く。）で100万円未満のもの

（特別な技術を要するものは、この限りでない。） 

ウ 30万円未満の物品の買入・修繕及び車両等の供給

契約 

エ 5,000円未満の不用品売却契約

19 区立認定こども園の所掌に係る事項に関する契約の

うち次に掲げるもの 

区立認定こども園長 

ア 工事（建物の従物又は工作物の修繕を含む。）に

係る契約（単価契約を除く。）で30万円未満のもの

（特別な技術を要するものは、この限りでない。） 

イ 10万円未満の物品の買入・修繕及び車両等の供給

契約 

第２章 一般競争入札 

第１節 参加資格 

（参加資格） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備したものでな

ければならない。ただし、売却又は貸付の場合は、この限りでない。 

(１)～(２) 省略 
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２ 省略 

３ 第１項に規定するもののほか、工事、製造その他の契約の種類に応じ、参

加資格として必要な工事、製造の完成高または販売高、経営規模、経営比率

等は、別に定める。 

（証明書の提出） 

第６条 一般競争入札をしようとする者には、開札前に、次の証明書または、

宣誓書を提出させなければならない。 

(１) 政令第167条の４第１項に規定する欠格条項に該当しないことおよび

前条第１項第１号の資格に関する官公署の長の証明する書類または入札

者の宣誓書 

(２) 工事にあつては、入札者の見積る契約金額が100万円以上の場合にお

いては、前号のほか、前条第１項第２号に関する当該官公署、公団、会社

等の法人の証明書 

２ 前項第１号の証明書または宣誓書は、その証明を受けた日または宣誓をし

た日の属する会計年度中（当該入札の属する会計年度開始前３月を含む）こ

れを有効とする。ただし、契約担当者は、必要に応じ更に提出させることが

できる。 

第２節 公告および競争 

（入札保証金） 

第10条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、

入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の３以

上（公有財産売却システムによる入札の場合にあつては、予定価格の100分

の10以上）の入札保証金を納めさせなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部

または一部を免除することができる。 

(１) 省略

(２) 適正な参加資格を有する者で、過去２カ年の間に本区もしくは他の地

２ 省略 

３ 第１項に規定するもののほか、工事、製造その他の契約の種類に応じ、参

加資格として必要な工事、製造の完成高又は販売高、経営規模、経営比率等

は、別に定める。 

（証明書の提出） 

第６条 一般競争入札をしようとする者には、開札前に、次の証明書又は宣誓

書を提出させなければならない。 

(１) 政令第167条の４第１項に規定する欠格条項に該当しないこと及び前

条第１項第１号の資格に関する官公署の長の証明する書類又は入札者の

宣誓書 

(２) 工事にあつては、入札者の見積る契約金額が130万円以上の場合にお

いては、前号のほか、前条第１項第２号に関する当該官公署、公団、会社

等の法人の証明書 

２ 前項第１号の証明書又は宣誓書は、その証明を受けた日又は宣誓をした日

の属する会計年度中（当該入札の属する会計年度開始前３月を含む）これを

有効とする。ただし、契約担当者は、必要に応じ更に提出させることができ

る。 

第２節 公告及び競争 

（入札保証金） 

第10条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、

入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の３以

上（公有財産売却システムによる入札の場合にあつては、予定価格の100分

の10以上）の入札保証金を納めさせなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部

又は一部を免除することができる。 

（１） 省略

（２） 適正な参加資格を有する者で、過去２カ年の間に本区若しくは他の
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方公共団体または国と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたつて締結し、かつ誠実に履行した者について、その者が契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（入札保証金の納入） 

第11条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告にお

いて示された場所、期限および手続きにしたがい納入しなければならない。 

（入札保証保険証券の提出） 

第12条 契約担当者は、第10条第２項第１号に基づき入札保証金の全部または

一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させ

なければならない。 

（入札保証金に代る担保） 

第13条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。 

(１) 国債および地方債

(２)～(９) 省略 

（担保の価値） 

第14条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当

該各号に掲げるところによる。 

(１) 国債および地方債 その債権金額

(２)～(７) 省略 

（担保提供の方法等） 

第15条 第13条の担保をもつて、入札保証金の代用をしようとするものには、

当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限および手続きにし

たがい提出させなければならない。 

第16条 第13条第１項第７号の定期預金債権を担保として代用しようとする

者には、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権にかか

る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させな

ければならない。 

地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上に

わたつて締結し、かつ誠実に履行した者について、その者が契約を締結し

ないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（入札保証金の納入） 

第11条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告にお

いて示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。 

（入札保証保険証券の提出） 

第12条 契約担当者は、第10条第２項第１号に基づき入札保証金の全部又は一

部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させな

ければならない。 

（入札保証金に代る担保） 

第13条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。 

(１) 国債及び地方債

(２)～(９) 省略 

（担保の価値） 

第14条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当

該各号に掲げるところによる。 

(１) 国債及び地方債 その債権金額

(２)～(７) 省略 

（担保提供の方法等） 

第15条 契約担当者は、第13条の担保をもつて、入札保証金の代用をしようと

するものには、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及

び手続に従い提出させなければならない。 

第16条 契約担当者は、第13条第１項第７号の定期預金債権を担保として代用

しようとする者には、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当

該債権にかかる債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面

を提出させなければならない。 
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２ 入札保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合につ

いては、売却承諾書および白紙委任状を添付させなければならない。 

（小切手の現金化等） 

第17条 契約担当者は、第13条第１項第５号の小切手を代用担保として提出が

あつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することと

なるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取り立

ておよび当該取り立てにかかる現金の保管をさせ、または当該小切手に代わ

る入札保証金の納付もしくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなけれ

ばならない。 

２ 省略 

（予定価格の作成） 

第18条 一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価

格を当該事項に関する仕様書、設計書等（電子入札案件にあつては、当該仕

様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）によつて

予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により予

定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格

を電子調達サービスに、公有財産売却システム案件にあつては、公有財産売

却システムに登録しなければならない。 

（予定価格の決定方法） 

第19条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければなら

ない。ただし一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等

の場合または総額をもつて定めることが不利と認められる契約の場合にお

２ 入札保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合につ

いては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。 

（小切手の現金化等） 

第17条 契約担当者は、第13条第１項第５号の小切手を代用担保として提出が

あつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することと

なるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取り立

て及び当該取り立てにかかる現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入

札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければな

らない。 

２ 省略 

（予定価格の作成） 

第18条 一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価

格を当該事項に関する仕様書、設計書等（電子入札案件にあつては、当該仕

様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）によつて

予定し、その予定価格を記載した書面を内容が認知できない方法により、開

札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、総務部長が別に定

める契約については、当該入札執行前にその予定価格を公表することができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により予

定価格を記載した書面を内容が認知できない方法により、開札の際これを開

札場所に置くことに代えて、予定価格を電子調達サービスに、公有財産売却

システム案件にあつては、公有財産売却システムに登録しなければならな

い。 

（予定価格の決定方法） 

第19条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければなら

ない。ただし一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等

の場合又は総額をもつて定めることが不利と認められる契約の場合におい
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いては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格需

給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定

めなければならない。 

（入札保証金等の返還） 

第24条 入札保証金または入札保証金に代わる担保ならびに第16条に規定す

る書類は、次の区分により納入（提出者）者に返還する。 

(１)～(３) 省略 

２ 省略 

（再度入札） 

第25条 政令第167条の８第３項の規定に基づき、再度の入札をするときは、

初度の入札に対する保証金をもつて再度の入札に対する保証金とみなす。 

第３節 落札者の決定等 

（落札者） 

第26条 売却および貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者

をもつて落札者とする。 

２ 省略 

（最低価格の入札者を落札者としない場合） 

第27条 政令第167条の10第１項の規定に基づき落札者を決定することができ

る契約は、予定価格が100万円以上の工事、製造その他の請負に関する契約

とする。 

２ 省略 

（再度公告入札の公告期間） 

第32条 契約担当者は、入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約

を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第８条に定める公告の

期間を５日まで短縮することができる。 

第３章 指名競争入札 

ては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需

給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定

めなければならない。 

（入札保証金等の返還） 

第24条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保並びに第16条に規定する書

類は、次の区分により納入（提出者）者に返還する。 

(１)～(３) 省略 

２ 省略 

（再度入札） 

第25条 政令第167条の８第４項の規定に基づき、再度の入札をするときは、

初度の入札に対する保証金をもつて再度の入札に対する保証金とみなす。 

第３節 落札者の決定等 

（落札者） 

第26条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者を

もつて落札者とする。 

２ 省略 

（最低価格の入札者を落札者としない場合） 

第27条 政令第167条の10第１項の規定に基づき落札者を決定することができ

る契約は、予定価格が130万円以上の工事、製造その他の請負に関する契約

とする。 

２ 省略 

（再度公告入札の公告期間） 

第32条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を

締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第８条に定める公告の期

間を５日まで短縮することができる。 

第３章 指名競争入札 
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（参加資格等） 

第34条 売却および貸付に関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付す

るときは、引き続き１年以上当該営業を営んでいる者のうち適当と認める者

を入札者として指定するものとする。 

２ 区長は、定期または臨時に指名競争入札に参加しようとする者からの申請

をまつて、その者が適正な参加資格を有するか否かを審査しなければならな

い。 

３ 前項に規定する申請の時期および方法等については、別に公示してこれを

行なうものとする。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第38条 第５条第２項、第３項および第７条ならびに第10条から第31条までの

規定は、指名競争入札の場合に準用する。 

第４章 随意契約 

省略 

第５章 契約の締結 

（契約書の作成） 

第42条 契約担当者は、競争により落札者が決定したときまたは随意契約の相

手方が決定したときは、遅滞なく契約書を２通作成しなければならない。 

２ 省略 

３ 契約書は、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の１通を当該契

約の相手方に交付するものとする。 

（契約書の記載事項） 

第43条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限または期間、契約

保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。た

だし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りで

ない。 

(１) 契約履行の場所

（参加資格等） 

第34条 売却及び貸付に関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付する

ときは、引き続き１年以上当該営業を営んでいる者のうち適当と認める者を

入札者として指定するものとする。 

２ 区長は、定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者からの申請を

まつて、その者が適正な参加資格を有するか否かを審査しなければならな

い。 

３ 前項に規定する申請の時期及び方法等については、別に公示してこれを行

なうものとする。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第38条 第５条第２項、第３項及び第７条並びに第10条から第31条までの規定

は、指名競争入札の場合に準用する。 

第４章 随意契約 

省略 

第５章 契約の締結 

（契約書の作成） 

第42条 契約担当者は、競争により落札者が決定したとき又は随意契約の相手

方が決定したときは、遅滞なく契約書を２通作成しなければならない。 

２ 省略 

３ 契約書は、契約担当者が記名押印した後に、当該契約書の１通を当該契約

の相手方に交付するものとする。 

（契約書の記載事項） 

第43条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契

約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。 

(１) 契約の目的

(２) 契約金額

(３) 履行期限又は期間
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(２) 契約代金の支払または受領の時間および方法

(３) 監督および検査

(４) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その

他の損害金 

(５) 危険負担

(６) かし担保責任

(７) 契約に関する紛争の解決方法

(８) その他必要な事項

第６章 契約の履行 

第１節 通則 

（売払代金の完納時期） 

第48条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売

払にかかる財産の引渡のときまでまたは移転の登記もしくは登録のときま

でに完納させなければならない。 

（部分払） 

第51条 本区の検査に合格した工事または製造の請負その他の契約にかかる

既済部分または物品の購入契約にかかる既納部分に対し、その完済前または

完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。 

２ 省略 

３ 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払を

するときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額

に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとす

る。 

第２節 監督および検査 

（監督の方法） 

(４) 契約保証金に関する事項

(５) 契約履行の場所

(６) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(７) 監督及び検査

(８)履行遅滞その他債務不履行の場合における損害遅延金、違約金その他の

損害金 

(９) 危険負担

(１０) 契約不適合責任

(１１) 契約に関する紛争の解決方法

(１２) その他必要な事項

第６章 契約の履行 

第１節 通則 

（売払代金の完納時期） 

第48条 契約担当者は、財産の売払代金を、法令に特別の規定がある場合を除

くほか、当該売払にかかる財産の引渡しのときまで又は移転の登記若しくは

登録のときまでに完納させなければならない。 

（部分払） 

第51条 検査に合格した工事若しくは製造の請負その他の契約にかかる既済

部分又は物品の購入契約にかかる既納部分に対し、その完済前又は完納前に

代価の一部を債権者に支払うことができる。 

２ 省略 

３ 第50条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払

をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金

額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものと

する。 

第２節 監督及び検査 

（監督の方法） 
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第54条 １～３ 省略 

（監督員の報告） 

第55条 前条第１項の監督員の所属する課の課長は、契約担当者に対して、随

時監督の実施状況について報告しなければならない。 

２ 以下略 

 （検査の方法） 

第56条 省略 

２ 区長は、検査員に事故があるとき又は件名を限り特別検査を必要とすると

き          は、別に検査員を命ずることができる。 

３ 以下略 

（監督又は検査の準備） 

第59条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類（電子入札案件にあつ

ては、当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）をあ

らかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。 

（検査の立会） 

第61条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方および第72

条に規定する立会員の立会を求め、検査を開始しなければならない。この場

合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査すること

ができる。 

（兼職禁止） 

第66条 監督員または検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを

兼ねることができない。 

第54条 １～３ 省略 

４ 第１項で定める監督員（政令第１６７条の１５第４項の規定に基づき監督

を委託された者を除く。）は、発注担当課の所属職員（発注担当課が所属す

る部の部長が特に必要があると認める場合は当該部長が指定する職員）とす

る。 

（監督員の報告） 

第55条 発注担当課の課長は、契約担当者に対して、随時監督の実施状況につ

いて報告しなければならない。 

２ 以下略 

 （検査の方法） 

第56条 省略 

２ 区長は、検査員に事故があるとき、件名を限り特別検査を必要とするとき

その他必要があるときは、別に検査員を命ずることができる。 

３ 以下略 

（監督又は検査の準備） 

第59条 発注担当課の課長は、監督又は検査に必要な関係書類（電子入札案件

にあつては、当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）

をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならな

い。 

（検査の立会） 

第61条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第72条に

規定する立会員の立会を求め、検査を開始しなければならない。この場合に

おいて、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することがで

きる。 

（兼職禁止） 

第66条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼

ねることができない。 
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（検査証の処理、復命） 

第68条 検査員は、検査証正本を契約の相手方に、検査証副本を物品出納機関

または工事の契約締結請求者に交付し、検査証原本で総務部長（第３条第１

項の専決権者が総務部契約課長となる契約にあつては総務部契約課長）に復

命しなければならない。 

（合格物件の引取） 

第69条 検査に合格した物件は、前条の復命があつたとき、直ちに当該物件の

引渡しをうけ、物品にあつては所属物品出納機関、その他にあつては契約担

当者または契約締結請求者が引き取らなければならない。 

（検査不合格の場合の措置） 

第70条 検査員は、不合格となつたものについて、改造、補修または引換をさ

せる必要があると認めたときは、その期限または工事期間内の場合を除き、

契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限り、あら

かじめ許可を受けたものについては、この限りでない。 

２ 検査員は、前項の改造、補修または引換をさせるときは、検査証にその期

限および内容を記載しなければならない。 

３ 検査員は、第１項の改造、補修または引換をさせたものについて再検査を

したときは、その期限、既往検査月日および検査内容を検査証に詳記しなけ

ればならない。 

（立会） 

第72条 検査員の行なう検査には、次の区分にしたがい、検査に立ち会わせな

ければならない。 

(１) 物品にあつては所属出納機関またはその指定する者

(２) 財産にあつては、契約締結請求者

(３) 工事、製造、その他の請負にあつては部長、室長の指定する職員

（検査証の処理、復命） 

第68条 検査員は、検査証正本を契約の相手方に、検査証副本を物品出納機関

又は工事の契約締結請求者に交付し、検査証原本で総務部長（第３条第１項

の専決権者が総務部契約課長となる契約にあつては総務部契約課長）に復命

しなければならない。 

（合格物件の引取） 

第69条 検査に合格した物件は、前条の復命があつたとき、直ちに当該物件の

引渡しをうけ、物品にあつては所属物品出納機関、その他にあつては契約担

当者又は契約締結請求者が引き取らなければならない。 

（検査不合格の場合の措置） 

第70条 検査員は、不合格となつたものについて、改造、補修又は引換をさせ

る必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約

担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限り、あらかじ

め許可を受けたものについては、この限りでない。 

２ 検査員は、前項の改造、補修又は引換をさせるときは、検査証にその期限

及び内容を記載しなければならない。 

３ 検査員は、第１項の改造、補修又は引換をさせたものについて再検査をし

たときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければ

ならない。 

（立会） 

第72条 検査員の行なう検査には、次の区分にしたがい、検査に立ち会わせな

ければならない。 

(１) 物品にあつては所属出納機関又はその指定する者

(２) 財産にあつては、契約締結請求者

(３) 工事、製造、その他の請負にあつては発注担当課の所属職員（発注担

当課が所属する部の部長が特に必要があると認める場合は当該部長が指

定する職員） 
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２ 物品であつて、持込現場で直ちに請求元に引き渡さなければならないもの

の検査にあつては、請求元の長が、その所属職員に立会をさせなければなら

ない。 

３ 以下略 

（立会員の意見） 

第73条 省略 

２ 立会員は、検査について、検査員と意見が一致しないときまたは疑義のあ

るときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。 

第７章 経理 

（契約締結の請求） 

第74条 次の表の左欄に掲げる者（以下「請求者」という。）は、その所管す

る事業の執行に関し、同表右欄に掲げる範囲の契約の締結が必要であるとき

は、所定の様式でこれを契約担当者に請求しなければならない。 

請求者 契約の範囲 

課長（区立学校長及び区立認

定こども園長を除く。） 

工事、製造に係る契約又は物品の売買、修繕及

び車両等の供給その他の契約 

区立学校長 １件30万円未満の備品の購買及び印刷製本契

約、１件50万円未満の工事及び１件20万円未満

の物品の購買、修繕その他の契約又１件5,000

円未満の不用品売却契約 

区立認定こども園長 １件30万円未満の工事及び１件10万円未満の物

品の購買、修繕その他の契約 

（契約締結の通知） 

第79条 １～２ 省略 

第８章 雑則 

（契約解除等の通告） 

２ 物品であつて、持込現場で直ちに請求元に引き渡さなければならないもの

の検査にあつては、発注担当課の所属職員（発注担当課が所属する部の部長

が特に必要があると認める場合は当該部長が指定する職員）に立会をさせな

ければならない。 

３ 以下略 

（立会員の意見） 

第73条 省略 

２ 立会員は、検査について、検査員と意見が一致しないとき又は疑義のある

ときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。 

第７章 経理 

（契約締結の請求） 

第74条 次の表の左欄に掲げる者（以下「請求者」という。）は、その所管す

る事業の執行に関し、同表右欄に掲げる範囲の契約の締結が必要であるとき

は、所定の様式でこれを契約担当者に請求しなければならない。 

請求者 契約の範囲 

課長（区立学校長及び区立認

定こども園長を除く。） 

工事、製造に係る契約又は物品の売買、修繕及

び車両等の供給その他の契約 

区立小中学校長 １件30万円未満の備品の買入及び印刷製本契

約、１件100万円未満の工事及び１件30万円未満

の物品の買入、修繕その他の契約又は１件5,000

円未満の不用品売却契約 

区立認定こども園長 １件30万円未満の工事及び１件10万円未満の物

品の買入、修繕その他の契約 

（請求者への通知） 

第79条１～２ 省略 

第８章 雑則 

（契約解除等の通告） 
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第81条 省略 

２ 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒みまたはその住

所および居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、本区公報、新

聞その他の方法によつて公告するものとする。 

第81条 省略 

２ 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み又はその住所

及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、本区公報、新聞そ

の他の方法によつて公告するものとする。 

付 則（令和４年 月 日規則第 号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

21



 

総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年２月２８日 

件 名 鹿浜西小学校用地及び北鹿浜小学校用地の活用方針について 

所管部課名 

総務部 資産管理課、資産活用担当課、地域のちから推進部 地域調整課、 

総合防災対策室 災害対策課、調整担当課、都市建設部 交通対策課、 

学校運営部 学校施設管理課 

内 容 

１ 鹿浜西小学校用地の活用方針について 

  鹿浜西小学校用地については、地元要望及びサウンディング型市場調査結

果を踏まえ、スーパーマーケット等の商業施設として活用していく。 

なお、避難所機能の設置については公募条件に盛り込み、募集要領公表ま

でに具体的な規模等の検討を進めていく。 

２ 北鹿浜小学校用地の活用方針について 

  北鹿浜小学校用地については、統合校、幼稚園等の周辺環境を鑑み、サウ

ンディング型市場調査結果を踏まえ、文教施設として活用していく。

なお、サウンディング型市場調査時に活用を希望していた事業者について

は、公募条件等が整わなかったため、再度、公募に向けた具体的な条件等を

整理していく。 

３ 今後のスケジュール（予定）について 

（１）鹿浜西小学校用地（スーパーマーケット等の商業施設で活用）

年 度 足立区 事業者 

令和３年度 活用方針の決定 

令和４年度 公募による事業者選定 優先交渉権者決定 

令和５年度 統合校開校、解体工事 設計 

令和６年度 土地貸付 新築工事 

令和７年度以降 開設 

（２）北鹿浜小学校用地（文教施設で活用）

年 度 足立区 事業者 

令和３年度 活用方針の決定 

令和４年度以降 公募条件等の整理 
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案内図 

参考 これまでの経緯 

  令和元年 ６月 北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合が決定 

令和２年１２月 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会より要望書提出 

令和３年 ３月 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会と意見交換会を実施 

令和３年１０月 鹿浜地区町会・自治会連絡協議会より跡利用に対する要

望・意見提出 

令和３年１２月 北鹿浜小学校・鹿浜西小学校の跡利用説明会開催 

問 題 点 

今後の方針 

公募に向けて条件等を整理し、地域や議会の理解が得られるよう丁寧な対応

に努めていく。 

北鹿浜小学校 

敷地面積：10275.28㎡ 

統合校 

鹿浜未来小学校 

令和５年度開校予定 

鹿浜西小学校 

敷地面積：10153.43㎡ 

N 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和４年２月２８日 

件 名 
（旧）入谷南小学校跡地活用に係るサウンディング型市場調査の実施に

ついて 

所管部課名 

総務部 資産活用担当課、資産管理課、総合防災対策室 災害対策課 

みどりと公園推進室 みどり推進課、 

地域のちから推進部 スポーツ振興課 

内 容 

（旧）入谷南小学校跡地の活用については、基本構想（案）策定後に社

会情勢の悪化から検討を休止していたが、複数の民間事業者から活用意向

について問い合わせが認められたため、災害拠点や保管用倉庫等の整備も

含めた活用方針を検討するため、改めて民間事業者によるサウンディング

型市場調査を実施する。 

１ サウンディング型市場調査について 

（１）調査対象事業者

「（旧）入谷南小学校跡地活用基本構想（案）」で定められた災害拠

点及び保管用倉庫等の建設も含めた提案が可能な事業者 

（２）調査期間（予定）

令和４年３月１４日（月）から１８日（金）まで

（３）調査内容

ア 出店予定の施設及び敷地の活用について

イ 災害拠点及び保管用倉庫等の整備について

ウ 地域貢献について

２ 跡地活用の基本的な考え方について 

※ 「（旧）入谷南小学校跡地活用基本構想（案）（令和３年２月策定）」 

より抜粋

（１）大規模災害の発生に備えた災害拠点機能

（２）本庁舎が災害により甚大な被害を被った場合の代替施設機能

（３）区有施設の更新時等に必要となる保管用倉庫機能

（４）地域から求められる諸機能

（５）舎人一号公園との連携機能

３ 今後のスケジュール（予定）について 

令和 ４年 ３月 サウンディング型市場調査の実施 

４月 サウンディング型市場調査の結果公表 

５月 地元説明会の開催、活用方針の決定 
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参考 これまでの経緯 

昭和５７年 ３月 学校建設竣工 

平成１３年 ３月 学校統合により廃校。以降、ＫＩＴクラブ２１

や地域団体などの利用をはじめ、学校施設管理

課が管理する倉庫として利用を継続。 

平成３０年 ８月 体育館天井から仕上げ材が剥落し、体育館の利用

を停止。 

令和 元年１２月 校舎解体工事着手 

令和 ３年 ２月 基本構想（案）の策定 

令和 ３年 ３月 校舎解体工事完了 

問 題 点 

今後の方針 

サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、災害拠点及び保管用倉庫等

の建設も含めた条件等を整理し、早急に活用方針を固めていく。 
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